
第10章 整備地域・重点整備地域の整備
13．大谷口周辺地域（豊島区・板橋区・練馬区）

① 地域の現況

※上記表の不燃領域率、延焼遮断帯形成率は前々回計画（平成28年3月改定）の整備
地域範囲に基づく。
地域面積の（）内は、整備地域から除外された地域（地区内残留地区と重複する地域、
防災性が確保された町丁目）を除いた面積を示す。

② 地域の概要

環状７号線等の幹線道路沿道には、商業施設も見られますが、全体的には住宅

を中心とした地域です。

補助26号線では街路事業及び沿道建築物の不燃化により、延焼遮断帯の形成

が進んでいますが、一部道路が未整備の区間が存在します。街区内部では、狭あ

い道路が多く、老朽木造建築物が密集しているなど、防災上の課題を抱えていま

す。

重点整備地域である大山駅周辺西地区は、市街地の延焼を遮断し、安全に避難

が行える道路ネットワーク・避難経路の確保とともに、木造・防火造の住宅が集

積し、都市災害に脆弱な市街地の解消が課題となっています。

同じく重点整備地域である大谷口一丁目周辺地区は、狭あい道路が多く、街区

が形成されていないことから、幅員６ｍ以上の道路整備が課題となっています。

延焼遮断帯形成率不燃領域率地域面積

72.4%69.3%約 249 ha
（ 約 204 ha ）

③ 整備方針

当地域の大部分を東京都建築安全条例（昭和25年東京都条例第89号）に基づ

く新たな防火規制の区域に指定しており、建築物の建替えに併せた不燃化により、

防災性の向上を図ります。

環状７号線や放射８号線沿道では、沿道地区計画により遮音上有効な建築物の

誘導や緑化を促進し、防災性と住環境の向上を促進します。

避難場所に指定されている「公社向原住宅一帯」については、避難場所につな

がる狭あい道路の拡幅整備や公園等の整備を図り、防災性の向上を図るとともに、

緑豊かな住環境の形成を目指します。

川越街道から日本大学医学部附属板橋病院に至る緊急輸送道路の沿道では、建

築物を不燃化することにより、延焼遮断帯の形成を促進します。
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□重点整備地域【大山駅周辺西地区】

（板橋区）

大山駅周辺西地区は、燃えにくい市街地を形成するために、市街地再開発事業

や共同化の促進等により地区内の建築物の耐震化・不燃化を進めるとともに、都

市災害による市街地の延焼を防止するための延焼遮断帯の形成を進めます。また、

東武東上本線大山駅付近連続立体交差事業等とも連携した、防災まちづくりを推

進していきます。

ピッコロ・スクエア周辺地区及びクロスポイント周辺地区では、市街地再開発

事業を実施し、周辺の老朽木造建築物の解消及び延焼遮断帯の早期形成を行い、

防災性の高いまちづくりを進めていきます。

特定整備路線補助26号線の整備においては、沿道建築物の共同化も含めた道路

と沿道建築物との一体的な整備による延焼遮断帯の形成を図ります。

□重点整備地域【大谷口一丁目周辺地区】

（板橋区）

大谷口一丁目周辺地区は、木造住宅密集地域整備事業に位置付けられた「主要

生活道路」の拡幅整備を推進し、補助26号線までの安全な避難経路を確保する

とともに、後背地の不燃化並びに幹線道路及び防災生活道路への避難経路の確保

及びアクセス向上を図ります。

また、地区全体において老朽木造建築物の不燃化を促進するため、不燃化特区

の支援策を活用しながら重点的な不燃化建替えを図り、地区全体の防災性の向上

に取り組みます。

□特定整備路線

本地域では、補助26号線（大山中央付近）が特定整備路線に選定されていま

す。

□防火規制

おおむね整備地域全域を防火地域又は東京都建築安全条例（昭和25年東京都

条例第89号）に基づく新たな防火規制の区域に指定しており、建築物の更新に

よる不燃化の促進を図ります。
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注１：事業区分はP136参照
注２：地区面積、延⾧は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、延⾧の概数。ただし、＊は事業中及び

実施中の区間又は区域等の範囲とし、整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、整備地域
及び重点整備地域内のみ図示する。

注３：街路、連続立体、緑道整備に限り延⾧で示す。
【防災生活道路は整備を進め、併せて沿道の建替えを促進する。】
【防災生活道路を主とした地区内の道路や、表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進
めている場合、整備計画図（道路網）にその無電柱化の事業状況を図示する。】

R12
年度末

R7
年度末

地区面積
(ha)又は
延⾧(km)

事業地区名
【代表的な丁目】

事業
主体等

事業
区分No.

整
備
対
象

整
備
手
法

完了事業中0.4km
〔特定整備路線〕
補助26号線（大山中央）
【大山町】

東京都街路1延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

事
業

完了事業中＊1.6km
都市高速鉄道東武鉄道
東上本線
【大山東町】

東京都連続立体2

完了事業中0.1km
都市高速鉄道東武鉄道 東
上本線付属街路第６号線
【大山町】

板橋区街路3

完了事業中

0.1km
交通広場

面積
0.3ha

板橋区画街路第９号線
（交通広場含む。）
【大山東町】板橋区街路4

13．大谷口地域整備計画表
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要町三丁目
小竹町二丁目

豊島区
練馬区町名

大谷ロ一～二丁目、大谷口上町、大谷口北町、大山西町、
大山町、大山東町、小茂根ー～二丁目、仲町、東山町、
南常盤台一丁且向原一～三丁目、弥生町

板橋区町名

13．大谷口地域整備計画図（道路網）
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R12
年度末

R7
年度末

地区面積
(ha)又は

延⾧
(km)

事業地区名
【代表的な丁目】

事業
主体等

事業
区分No.

整
備
対
象

整
備
手
法

完了事業中0.4km
〔沿道のまちづくり〕
補助26号線（大山中央）
【大山町】

東京都
板橋区沿道一体1

市
街
地
整
備

事
業

事業中事業中約 1.3ha
大山町ピッコロ・スクエ
ア周辺地区
【大山町】

組合再開発2

完了事業中約 0.7ha
大山町クロスポイント周
辺地区
【大山町】

組合再開発3

完了事業中76.9ha大谷口地区
【大谷口上町ほか】板橋区木密4

実施中実施中6.6ha向原三丁目地区
【向原三丁目】板橋区地区計画5

規制・
誘導

実施中実施中19.1ha大谷口一丁目周辺地区
【大谷口一丁目ほか】板橋区地区計画6

実施中実施中55.0ha大谷口上町周辺地区
【大谷口上町ほか】板橋区地区計画7

実施中実施中17.3ha
大山駅西地区
【大山町及び大山金井町
各地内】

板橋区地区計画8

実施中実施中22.4ha
大山駅東地区
【大山東町、栄町及び氷
川町各地内】

板橋区地区計画9

実施中実施中2.1ha
向原第二住宅地区
【小茂根一丁目及び向原
三丁目各地内】

板橋区地区計画10

実施中実施中4.1km
国道254号線(川越街道) 
A 地区
【大谷口上町ほか】

板橋区沿道地区
計画11

R12
年度末

R7
年度末

地区面積
(ha)又は

延⾧
(km)

事業地区名
【代表的な丁目】

事業
主体等

事業
区分No.

整
備
対
象

整
備
手
法

完了事業中－全域豊島区耐震診断
耐震改修－

耐
震
化

完了事業中－全域板橋区耐震診断
耐震改修－

注１：事業区分はP136参照
注２：地区面積、延⾧は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、延⾧の概数。ただし、＊は事業中及び

実施中の区間又は区域等の範囲とし、整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。
注３：耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、東京都耐震改修促進計画の目標のうち「R17年度末

に旧耐震基準の耐震性が不十分な住宅をおおむね解消」を完了として表記（区計画で異なる最終目標
を掲げる場合等はこの限りではない。）。

13．大谷口地域整備計画表
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要町三丁目
小竹町二丁目

豊島区
練馬区町名

大谷ロ一～二丁目、大谷口上町、大谷口北町、大山西町、
大山町、大山東町、小茂根ー～二丁目、仲町、東山町、
南常盤台一丁且向原一～三丁目、弥生町

板橋区町名

13．大谷口地域整備計画図（市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域 敷地面積の最低限度の指定状況

13．大谷口地域整備計画図

※数値は敷地面積の最低限度（㎡）
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主な特区の支援策
主な取組

（コア事業）
地区面積代表的な丁目事業主体等事業地区名

●まちづくりコンサルタント派遣支援
●士業派遣支援
●戸別訪問支援
●用地折衝派遣支援

○未取得用地の用地取得調整及び主要生活
道路の整備

19.1 ha大谷口一丁目ほか板橋区大谷口一丁目周辺地区

□ 不燃化特区

13．大谷口地域整備計画


